
こ
の
た
び
の
文
化
局
の
骰
置
に
際
し
て
、
調
査
局
を
解
体
す
る
こ
と

昭
和
四
十
一
年
四
月
五
日
附
法
律
第
四
十
七
号
を
も
っ
て
「
文
部
省

設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同

年
五
月
一
日
か
ら
、
文
部
省
に
新
た
に
文
化
局
が
設
盤
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
た
び
、
文
部
省
に
文
化
局
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
た
理

由
、
経
過
は
ど
う
か
、
次
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
文
部
省
は
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
学
術
お
よ
び
文
化

の
振
興
お
よ
び
普
及
を
図
る
こ
と
を
任
路
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
お
よ

第
二
に
、
文
部
省
機
構
の
改
革
に
つ

い
て
の
臨
時
行
政
閃
査
会
の
意

見
が
あ
る
。
こ
の
意
見
は
、
文
部
省
の
内
部
部
局
の
う
ち
、
調
査
局
、

管
理
局
お
よ
び
体
育
局
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
す
べ
き
こ
と
を
内

容
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
局
は
、
企
画
陳
、
調
査
課
、
統
計

課
と
い
っ
た
固
有
の
蘭
査
系
統
の
課
の
ほ
か
に
、
留
学
生
課
、
国
際
文

化
陳
、
国
語
課
、
宗
移
課
と
い
っ
た
質
の
異
な
っ
た
課
を
含
ん
で
お

り
、
局
と
し
て
の
性
格
に
統
一
性
を
欠
く
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
か
え
り
み
る
と
、
濶
査
局
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
戦
争
後
の
昭

和
二
十

一
年
十
二
月
で
あ
り
、
当
時
の
調
査
局
は
、
審
議
課
、
調
査
課
、

統
計
課
の
三
課
で
あ
り
、
全
省
的
な
立
湯
で
戦
後
の
教
育
改
革
を
推
進

す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
文
部
省
の
機
椅
は
、
昭
和

二
十
四
年
お
よ
び
二
十
八
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
大
き
く
改
革
さ
れ
た

が
、
そ
の
際
、
性
格
の
比
較
的
明
確
な
他
局
の
所
属
と
す
る
こ
と
が
適

当
と
さ
れ
な
い
課
が
調
査
局
に
附
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
関
査
局
の
規
模

が
三
隊
と
い
う
比
較
的
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
他
の

局
と
つ
り
あ
う
租
度
の
規
模
と
す
る
こ
と
も
、
調
査
局
に
各
種
の
課
が

附
加
さ
れ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
今
日
の
調
査
局
が
多
様
な
種
類
の
課
に

よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
情
は
、
こ
の
辺
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

び
宗
教
に
関
す
る
国
の
行
政
事
移
を

一
体
的
に
遂
行
す
る
責
任
を
負
う

行
政
機
関
で
あ
る
。
学
校
教
育
、
社
会
教
育
お
よ
び
学
術
に
関
す
る
局

と
し
て
は
、
初
等
中
等
教
育
局
、
大
学
学
術
局
、
社
会
教
育
局
お
よ
び

体
育
局
が
あ
り
、
こ
れ
に
連
な
る
局
と
し
て
は
、
調
査
局
お
よ
び
管
理

局
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
文
化
に
関
す
る
事
務
は
、
社
会
教
育
局
と
関

査
局
に
分
散
し
て
お
り
、
こ
れ
を
統
一
的
に
処
理
す
る
専
管
の
部
局
が

な
い
●
戦
後
、
文
化
行
政
の
霊
要
性
が
説
か
れ
、
ま
た
、
文
部
省
が
文

化
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
唯
一
の
国
の
行
政
機
関
で
あ
り
な
が

ら
、
文
化
行
政
を
専
管
す
る
部
局
を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
文
部
省

機
構
の
い
わ
ば
官
点
と
も
い
う
べ
き
点
で
あ
っ
た
。

と
し
た
の
は
、
詞
査
局
に
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
文
化
局
の
設
置
が
当
然
に
調
査
局
の
廃
止
を

必
要
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
部
省
の
内
部
部
局
の
数
は
、

一
官
房

六
局
で
あ
り
、
現
在
の
省
の
規
模
や
事
務
鵞
か
ら
は
、
局
の
増
設
が
必

要
だ
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
の
方
針
と
し
て
部
局
の
新
設
は

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
局
の
新
設
に
は
、
既
存
の
局

の
廃
止
が
前
提
条
件
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
臨
時
行
政
調
査

会
の
意
見
の
趣
旨
を
考
慮
し
、
文
部
省
全
体
の
機
栂
の
合
理
化
を
図
る

た
め
、
こ
の
際
あ
え
て
、
調
査
局
を
廃
止
し
て
文
化
局
を
設
置
す
る
こ

と
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
文
化
局
の
設
置
に
つ
い
て
は
各
界
か
ら
、

し
ば
し
ば
要
望

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
朝
倉
文
夫
、
松
田
権
六
等
の
美
術

界
の
代
表
者
、
全
国
美
術
館
会
議
の
代
表
者
等
か
ら
、
主
と
し
て
芸
術

に
関
す
る
行
政
機
棉
の
拡
充
に
関
し
て
、
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
文
化
局
の
内
容
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
文
化
局
の

設
置
に
伴
う
局
課
編
成
の
変
更
に
関
す
る
新
旧
対
照
表
を
次
に
掲
げ
て

お
く
。

文

化

局

の

発

足

に

際

し

て

安

・嶋

禰
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ま
ず
、
文
化
課
で
あ
る
が
、
文
化
局
の
第
一
牒
、
速
絡
課
と
し
て
新

設
さ
れ
る
課
で
あ
る
。
そ
の
事
務
は
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
化
の
振
興
に
関
し、

企
画
し
、
お
よ
び
連
絡
調
整
す
る
こ

ー と
こ
ろ
で、

文
部
省
設
置
法
第
二
条
は
、
文
部
省
の
所
掌
す
る

「文

化
」
を
「
芸
術
及
び
国
民
娯
楽
、
文
化
財
保
護
法
に
規
定
す
る
文
化

財
、
出
版
及
び
著
作
権
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
国
民
の
文
化
的
生
活

向
上
の
た
め
の
活
動
」
と
定
義
し
て
い
る
。

．

以
上
の
よ
う
に
、
文
部
省
設
置
法
第
二
条
に
い
う
「
文
化
」
は
、
前

述
の
狭
義
の
文
化
よ
り
も
さ
ら
に
狭
く
、
教
育
、
学
術
お
よ
び
宗
教
を
，

除
い
た
意
義
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
化
局
の
所
掌
寡
務
が
文
部
省
設
慨
法
第
二
条
に
規
定

．

す
る
「
文
化
」
と
そ
の
範
囲
を
同
じ
く
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た

異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
を
含
み
、
か
つ
、
文
化
財
保
護
法
に
規
定

す
る
文
化
財
に
関
す
る
事
項
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

文
化
局
の
所
掌
尊
務
と
文
部
省
設
泄
法
に
規
定
す
る
．「
文
化
」
の
範
囲

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
だ
い
た
い
局
の
名
称
は
、
そ
の
局
の

性
格
な
り
、
所
掌
事
務
の
大
要
を
示
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず

し
も
厳
密
に
一
致
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
思
う
。

次
に
、
文
化
局
の
所
掌
事
務
の
概
要
を
課
の
区
分
に
従
っ
て
説
明
し

て
お
き
た
い
。 留

学

生

際

統調企

計査画

陳陳課

芸
．
術

課

渚

作

橘

陳

調
査
局
（
七
課
）

．

国
際
文
化
課

国

詔

諌

宗

務

際

（
現
行
）

社
会
教
育
局
（
六
課
）
社
会
教
育
課

宵
少
年
教
育
陳

婦
人
教
育
課

祝
聴
党
教
育
諌

（
変
更
後
）

社
会
教
育
局
（
四
課
）
社
会
教
育
課

背
少
年
教
育
課

婦
人
教
育
諌

視
聴
党
教
育
課

局
（
六
陳
）
文
化
課
（
新
設
）

芸

術

課

岩

作

権

牒

国
際
文
化
諜

国

語

課

宗

務

課

大
臣
官
房
（
五
課
一
室
）

企

画

室

渕

査

課

統

計

課

大
学
学
術
局

(
1
0課
）

留

学

生

課

文

化

文
化
局
設
置
に
伴
う
局
課
編
成
変
更
に
つ
い
て
の
新
旧
対
照
表

Vヽ

゜2
 

文
化
の
普
及
に
関
し
、
援
助
と
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

華
道
、
茶
道
、
盆
栽
等
の
生
活
文
化
お
よ
び
囲
荼
、
将
棋
等
の

国
民
娯
楽
に
関
し
て
、
切
資
料
の
収
集
提
供
、
回
講
習
会
、
展
示

会
そ
の
他
の
催
し
の
主
催
ま
た
は
こ
れ
ら
へ
の
参
加
等
の
事
移
を

行
な
う
こ
と
。

4

美
術
館
等
の
文
化
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

．

5

国
立
近
代
美
術
館
お
よ
び
西
洋
美
術
館
に
関
し
、
予
算
案
の
準

備
そ
の
他
他
部
局
に
属
さ
な
い
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

6

文
化
に
関
す
る
団
体
（
芸
術
に
関
す
る
団
体
を
除
く
J

と
の
連
絡

に
関
す
る
こ
と
。

次
に
、
芸
術
課
の
事
務
は
、
右
に
述
べ
た
文
化
課
の
事
移
を
除
き
、

従
来
の
社
会
教
育
局
芸
術
課
の
所
掌
事
務
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ
る
。

1

文
学
、
音
楽
、
美
術
、
演
劇
そ
の
他
の
芸
術
に
関
し
、
切
芸
術

．の
創
造
的
活
動
の
助
成
等
芸
術
の
向
上
に
関
し
、
援
助
と
助
言
を

与
え
、
回
展
示
会
そ
の
他
の
催
し
の
主
催
ま
た
は
こ
れ
ら
の
参
加

に
関
す
る
事
務
を
行
な
い
、
い
資
料
の
収
集
お
よ
び
提
供
に
関
す

る
事
移
を
行
な
う
こ
と
。

3
 
2
 

以
上
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
化
局
は
、
調
査
局
の
国
際
文
化
課
、

国
語
課
、
宗
路
課
と
社
会
教
育
局
の
芸
術
課
、
著
作
権
課
を
統
合
し
、

こ
れ
に
新
た
に
文
化
課
を
加
え
て
、
六
課
で
発
足
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
、
文
化
行
政
に
関
す
る
専
管
局

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
文
部
省
九
十
年
の
歴
史
に
お
い
て
ま
さ
に
画

期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
文
化
局
の
設
置
は
単
な
る
課
の
離

合
集
散
で
あ
っ
て
、
行
政
の
実
態
に
さ
し
た
る
変
化
が
な
い
と
し
て
、

そ
の
設
置
の
意
接
を
高
く
評
価
し
な
い
向
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
文
化

行
政
の
進
展
が
文
化
局
の
設
置
を
足
場
と
し
て
、
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
．

さ
て
、
文
化
局
と
い
う
場
合
の
「
文
化
」
と
は
い
か
な
る
意
義
で
あ

る
か
。
文
化
国
家、

文
化
勲
章
、
文
化
財
、
文
化
住
宅
、
文
化
生
活
、

文
化
人
、
文
化
祭
等
「
文
化
」
と
い
う
用
賠
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
意
義
を
有

し
て
い
る
。
一
般
に
、
文
化
と
い
う
用
語
は
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、

自
然
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
物
的
、
精
神
的
の
両
面
に
わ
た
る
人
間

の
「
人
為
的
な
」
所
産
の
全
体
を
意
味
す
る
が
、
ま
た

「
文
明
」
と
い

う
言
葉
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
科
学
、
芸
術
、
宗
教
等
の
精
神
的
所

産
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
精
神
的
所
産
と
い
う
意
味
に
お
い

て
は
、
教
育
も
ま
た
こ
の
文
化
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
っ
て
よ

日
本
芸
術
院
に
関
し
｀
予
算
案
の
準
備
そ
の
他
他
部
局
に
属
さ

な
い
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

と
。
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4
 

ー
3

芸
術
に
関
す
る
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

次
に
、
国
語
課
の
事
務
は
、
従
前
の
調
査
局
国
匝
課
の
事
務
と
同
様

で
あ
っ
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1

国
語
の
改
良
に
つ
い
て
問
査
し
、
お
よ
び
企
画
し
、
な
ら
び
に

政
府
機
関
そ
の
他
に
対
し
、
そ
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

2

公
用
文
の
改
善
に
つ
い
て
の
調
査
お
よ
び
企
面
に
関
す
る
こ

と。
n
ー
マ
宇
お
よ
び
ロ
ー
マ
字
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

文
部
省
の
出
版
物
の
用
語
お
よ
び
用
語
法
を
審
査
し
、
な
ら
び

に
文
体
を
定
め
る
こ
と
。

5

外
国
人
に
関
す
る
日
本
語
教
育
の
実
施
に
関
し
、
専
門
的
、
技

．

術
的
な
援
助
と
助
君
を
与
え
る
こ
と
。

6

国
立
国
語
研
究
所
に
関
し
、
予
算
案
の
準
備
そ
の
他
他
部
局
に

属
さ
な
い
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

7

国
語
審
諮
会
に
関
す
る
こ
と
。

次
に
、
著
作
樅
課
の
慕
務
は
、
社
会
教
育
局
著
作
権
陳
の
寡
務
と
同

様
で
あ
っ
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

箸
作
権
法
、
万
国
箸
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著
作
権
法
の
特

例
に
関
す
る
法
律
、
紫
作
権
に
関
す
る
仲
介
業
務
に
関
す
る
法
律

及
び
予
約
出
版
法
そ
の
他
著
作
権
に
関
す
る
条
約
及
び
法
令
に
関

宗
教
法
人
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

以
上
が
文
化
局
の
牒
の
組
絃
別
の
所
掌
事
務
の
慨
要
で
あ
っ
て
、
給

定
貝
お
よ
そ
七
十
三
人
、
予
算
額
約
二
億
四
千
万
円
の
局
と
し
て
五
月

一
日
か
ら
発
足
す
る
わ
け
で
あ
る
6

な
お
、
文
化
局
に
は
、
局
長
の
ほ

か
、
所
掌
事
務
の
う
ち
露
要
事
項
に
か
か
る
も
の
を
総
括
整
理
す
る
た

め
、
審
議
官
が
置
か
れ
る
。

次
に
、
文
化
局
と
や
や
類
似
の
機
能
を
有
す
る
日
本
ュ
ネ
ス

n
国
内

委
貝
会
、
外
務
省
情
報
文
化
局
文
化
事
業
部
お
よ
び
文
化
財
保
護
委
貝

会
と
文
化
局
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

の
ま
ず
、
文
化
局
は
、
国
際
文
化
課
の
槻
能
と
し
て
、
国
内
に
お

け
る
教
育
、
学
術
ま
た
は
文
化
に
関
す
る
国
際
的
諸
活
動
に
つ
い
て
の

各
部
局
の
慕
務
の
連
絡
調
整
を
行
な
い
、
ま
た
文
部
省
の
内
部
部
局
と

し
て
、
日
本
国
内
委
員
会
の
主
管
局
と
な
り
、
予
算
案
の
準
儲
、
法
令

案
の
作
成
、
ユ
ネ
ス

n
関
係
法
人
の
設
立
の
許
可
等
を
行
な
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
文
化
局
は
、
文
化
に
関
し
国
内
に
お
け
る
国
際
協
力
に

関
す
る
専
務
を
行
な
い、

多
数
国
間
の
共
同
の
国
際
協
力
で
あ
る
ユ
ネ

ス
n
関
係
の
事
務
と
は
別
個
に
、
文
化
協
定
な
ど
に
基
づ
い
て
、
二
国

間
ま
た
は
数
か
国
間
の
文
化
の
国
際
協
力
の
事
務
を
も
行
な
う
も
の
で

4
 
3
 

あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ネ
ス
n
国
内
委
員
会
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
、

も
っ
ば
ら
国
際
遥
合
教
育
科
学
文
化
機
関
す
な
わ
ち
ユ
ネ
ス

n
の
目
的

を
実
現
す
る
た
め
に
行
な
う
活
動
、
す
な
わ
ち
ュ
ネ
ス

n
活
動
に
関
す

る
助
言
、
企
画
、
連
絡
お
よ
び
詞
査
を
行
な
う
た
め
の
機
関
で
あ
る
。

②
外
務
省
の
情
報
文
化
局
文
化
事
業
部
は
、
文
化
交
流
を
目
的
と

す
る
国
際
約
束
に
関
す
る
こ
と
、
国
際
文
化
団
体
と
の
協
力
に
関
す
る

こ
と
、
日
本
文
化
の
海
外
へ
の
紹
介
そ
の
他
外
国
と
の
文
化
交
流
に
関

す
る
こ
と
を
処
理
す
る
部
局
で
あ
る
が
、
そ
の
国
内
に
お
け
る
事
務
処

理
に
あ
た
っ
て
は
、
文
部
省
文
化
局
を
通
じ
て
連
絡
調
整
を
行
な
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
文
化
局
は
、
外
務
省
の
文
化
事
業
部
が
文
化
闘
係

事
務
を
対
外
的
に
処
理
す
る
に
あ
た
り
、
国
内
に
お
け
る
教
育
、
学

術
、
文
化
関
係
事
務
の
所
管
官
庁
と
し
て
、
そ
の
内
容
面
に
つ
い
て
具

体
的
か
つ
実
質
的
な
処
瑚
を
行
な
う
と
と
も
に
、
教
職
員
の
国
際
交

流
、
国
内
に
お
け
る
国
際
文
化
事
業
お
よ
び
こ
れ
を
行
な
う
団
体
に
対

す
る
援
助
と
助
言
等
の
事
移
を
行
な
う
。

③
文
化
財
保
護
委
員
会
は
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
文
化
財
の
保

存
お
よ
び
活
用
、
文
化
財
に
闘
す
る
調
査
研
究
等
を
行
な
う
こ
と
を
そ

の
任
移
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
務
が
、
文
部
省
設
置
法
に
い
う

「
文
化
」
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
事
務
の
分

掌
と
し
て
は
文
化
局
の
事
務
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ

事
務
を
行
な
う
こ
と
。

3
 
2
 す

る
事
移
を
処
理
す
る
こ
と
。
・

2

内
外
の
著
作
権
に
関
し
、
調
査
し
、
資
料
を
収
集
し
、
お
よ
び

こ
れ
ら
を
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

3

著
作
施
制
度
調
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

次
に
、
国
際
文
化
課
の
事
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
調
査
局

国
際
文
化
課
の
事
務
と
同
様
で
あ
る
。

1

教
育
、
学
術
ま
た
は
文
化
に
関
す
る
国
際
的
諸
活
動
に
つ
い
て

の
各
部
局
の
寡
務
（
沖
縄
に
関
す
る
も
の
を
含
む
）
の
連
絡
胴
整
に

関
す
る
こ
と
。

2

日
本
ュ
ネ
ス

n
国
内
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

3

国
内
に
お
け
る
国
際
文
化
事
業
お
よ
び
こ
れ
を
行
な
う
団
体
等

に
対
し
、
援
助
と
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

4

沖
縄
か
ら
派
遣
さ
れ
た
学
生
の
受
入
に
関
す
る
こ
と
。

次
に
、
宗
務
課
の
専
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
閥
査
局
宗
務

課
の
事
務
と
同
様
で
あ
る
。

・

1

宗
教
に
関
す
る
情
報
資
料
の
収
棠
お
よ
び
提
供
に
関
す
る
こ

゜
と
宗
教
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
C

宗
教
法
人
法
に
関
す
る
規
則
の
諒
証
、
解
散
命
令
の
請
求
等
の

ー 7.― - 6 -



ら
二
つ
の
部
局
の
処
理
す
る
事
務
に
は
実
質
的
に
も
相
違
が
あ
り
、
一

方
が
伝
統
文
化
財
の
保
存
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
文
化

の
剣
造
活
動
の
助
長
を
目
的
と
し
、
ま
た
、

一
方
が
文
化
財
の
指
定
と

い
っ
た
権
力
行
政
あ
る
い
は
保
存
修
理
と
い

っ
た
技
術
行
政
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
他
方
は
、
文
化
の
創
造
的
な
活
動
に
関
す
る
助
酋
、
援
助

と
い
っ
た
助
長
行
政
で
あ
る
。

次
に
、
諾
外
国
に
お
け
る
文
化
行
政
組
織
を
一
覧
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

一
九
五
九
年
に
文
化
省
が
設
け
ら

れ
、
浪
劇
、
吝
楽
、
文
化
寡
業
、
博
物
館
、
建
築
、
古
文
書
、
映
画
、

国
立
劇
場
、
美
術
学
校
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
て
い
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
文
化
に
関
す
る
店
務
は
各
州
の
椛
限
と
さ

れ
て
い
る
が
、
連
邦
内
務
省
に
は
文
化
局
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
宗
教

．

団
体
、
文
化
振
興
、
文
化
財
保
護
、
図
薔
館
、
博
物
館
、
国
際
文
化
、

出
版
、
映
画
、
放
送
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
て
い
る
。

イ
ク
リ
ア
で
は
、
文
部
省
に
古
代
美
術
局
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
教
育
芸
術
科
学
省
に
、
考
古
学
自
然
保
謹
局
、
ラ

ジ
オ
新
聞
テ

レ
ビ
局
、
芸
術
局
が
骰
け
ら
れ
て
い
る
C

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
芸
術
に
関
す
る
国
立
学
校
は
文
部
省
、
映

画
は
商
務
省
、
文
化
財
保
護
は
公
共
建
築
事
業
省
の
所
管
と
さ
れ
、
ほ

か
に
大
英
栂
物
館
、
大
英
芸
術
振
躾
会
、
英
国
文
化
振
興
会
等
の
諸
核

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
局
の
設
置
に
よ
っ
て
、
文
部
省
の
機

様
に
閥
す
る
懸
案
の
一
っ
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

局
の
設
置
に
よ
っ
て
直
ち
に
文
化
行
政
が
振
興
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
よ
う
や
く
そ
の
体
制
が
整
備
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
の
で
あ

っ
て、

そ
の
新
た
な
る
振
興
が
今
後
に
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

ほ
か
臨
時
行
政
醐
査
会
よ
り
検
討
を
要
請
さ
れ
て
い
る
管
理
局
の
あ
り

方
に
関
す
る
問
題
や
、
八
課
を
数
え
る
初
等
中
等
教
育
局
の
あ
り
方
の

問
題
、
十
課
を
数
え
る
大
学
学
術
局
の
改
組
の
問
題
等
文
部
省
の
組
織

全
体
に
と
っ
て
基
本
的
で
も
あ
り
、
か
つ
実
際
の
影
響
も
大
き
い
問
題

が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

（
闘
畔
界
辟
繹

5
9

関
が
あ
る
。

ソ
連
邦
に
は
、
文
化
省
が
あ
り
、
出
版
、
映
画
、
演
劇
、
音
楽
、
造

形
美
術
、
文
化
財
保
護
、
文
化
交
流
等
の
事
務
を
所
管
し
て
お
り
、
き

わ
め
て
、
包
括
的
、
組
織
的
で
あ
る
。
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